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仕
事
が
減
る
、
採
算
が
取
れ
な
い 

い
ま
、
免
税
事
業
者
（
課
税
売
上
高
が
１

０
０
０
万
円
以
下
の
、
中
小
企
業
や
個
人
事

業
主
等
を
は
じ
め
、
消
費
税
の
納
税
義
務
が

な
い
事
業
者
）
に
と
っ
て
問
題
と
な
っ
て
い

る
の
が
「
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
」
で
す
。 

「
イ
ン
ボ
イ
ス
」
と
は
、「
請
求
書
」
の
こ

と
で
す
が
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
に
お
け
る
イ

ン
ボ
イ
ス
と
は
、
普
通
の
請
求
書
で
は
な
く
、

消
費
税
法
の
要
件
を
満
た
し
た
請
求
書
＝

「
適
格
請
求
書
」
の
こ
と
で
す
。 

消
費
税
は
、
事
業
者
が
消
費
者
等
か
ら
預

か
っ
た
消
費
税
か
ら
、
事
業
者
自
身
が
仕
入

等
に
よ
り
支
払
っ
た
消
費
税
を
差
し
引
い
て 

        (

仕
入
税
額
控
除)

納
付
す
る
仕
組
み
に
な
っ

て
い
ま
す
。
し
か
し
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
で

は
、
こ
の
イ
ン
ボ
イ
ス
が
な
け
れ
ば
仕
入
税

額
控
除
が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。 

 
そ
の
た
め
、
第
一
に
、
免
税
事
業
者
は
仕

事
が
減
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
取
引
先
は

イ
ン
ボ
イ
ス
を
受
け
取
れ
ず
、
仕
入
税
額
控

除
の
適
用
を
受
け
ら
れ
な
く
な
る
た
め
、
消

費
税
を
余
分
に
支
払
う
こ
と
に
な
り
、
取
引

先
は
免
税
事
業
者
に
発
注
し
な
く
な
る
か
ら

で
す
。 

 

第
二
に
、
免
税
事
業
者
は
仕
事
を
受
け
て

も
採
算
が
取
れ
な
く
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま

す
。
取
引
先
は
発
注
す
る
場
合
に
、
余
分
に 

        

払
う
消
費
税
分
を
様
々
な
名
目
・
形
式
で
値

引
き
す
る
よ
う
求
め
て
く
る
可
能
性
が
あ
る

か
ら
で
す
。 

免
税
事
業
者
数
は
５
０
８
万
、
全
事
業
者

８
５
８
万
の
59
％
を
占
め
、
そ
の
内
４
２

５
万
が
個
人
事
業
主
で
、
法
人
は
83
万
と

推
計
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
経
営
悪
化
が
懸
念
さ

れ
ま
す
。 

 

新
た
な
コ
ス
ト
負
担
も 

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
導
入
は
、
免
税
事
業
者

だ
け
で
な
く
、
他
の
事
業
者
に
も
不
利
益
を

招
く
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。 

第
一
に
、
新
た
な
コ
ス
ト
負
担
を
強
い
る
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こ
と
で
す
。
免
税
事
業
者
に
限
ら
ず
、
す
べ

て
の
事
業
者
に
お
い
て
、
財
務
だ
け
で
な
く

各
種
シ
ス
テ
ム
変
更
等
に
よ
る
コ
ス
ト
負
担

が
生
じ
る
と
い
う
問
題
も
あ
り
ま
す
。 

 

第
二
に
、
簡
易
課
税
制
度
の
見
直
し
議
論

に
つ
な
が
る
こ
と
へ
の
危
惧
が
あ
り
ま
す
。

簡
易
課
税
制
度
は
、
小
規
模
事
業
者
に
配
慮

し
た
消
費
税
の
計
算
方
法
に
関
す
る
特
例
で
、 

課
税
取
引
に
お
い
て
、
受
け
取
っ
た
消
費
税

額
か
ら
支
払
っ
た
消
費
税
額
を
差
し
引
く
計 

            

算
を
す
る
代
わ
り
に
、「
受
け
取
っ
た
消
費

税
額×

業
種
ご
と
の
一
定
の
割
合
（
み
な

し
仕
入
率
）」
で
納
付
す
る
消
費
税
額
と
み

な
す
こ
と
を
認
め
る
も
の
で
す
が
、
こ
れ
を

選
択
す
る
事
業
者
が
課
税
事
業
者
の
約

35
％
の
１
１
４
万
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

第
三
に
、
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
等
の

公
共
的
団
体
も
イ
ン
ボ
イ
ス
の
影
響
を
受
け

て
い
ま
す
。
会
員
へ
の
配
分
金
で
イ
ン
ボ
イ

ス
を
受
け
ら
れ
な
い
か
ら
で
す
。 

 

他
方
で
、
大
企
業
に
対
し
て
は
様
々
な
減

税
措
置
が
講
じ
ら
れ
、
実
質
税
負
担
率
は
中

小
企
業
よ
り
低
い
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

立
憲
民
主
党
か
ら
廃
止
法
案
が
提
出
さ
れ

た
り
、
団
体
が
反
対
声
明
を
発
表
し
た
り
と
、

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
に
反
対
す
る
声
は
少
な
く

あ
り
ま
せ
ん
。 

日
本
商
工
会
議
所
な
ら
び
に
東
京
商
工
会

議
所
は
２
０
２
２
年
９
月
８
日
、「『
消
費
税

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
』
と
『
バ
ッ
ク
オ
フ
ィ
ス

業
務
の
デ
ジ
タ
ル
化
』
等
に
関
す
る
実
態
調

査
」
を
公
表
し
、
小
規
模
な
業
者
の
約
６
割

が
機
器
整
備
・
技
術
対
応
の
準
備
が
で
き
て

お
ら
ず
、
日
商
も
制
度
の
導
入
延
期
を
提
言

す
る
状
況
で
す
。 

こ
の
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
は
２
０
１
６
年
当

初
、
２
０
２
１
年
４
月
か
ら
導
入
さ
れ
る
予

定
で
し
た
が
、
消
費
税
増
税
に
伴
っ
て
一
度

導
入
時
期
が
見
送
ら
れ
ま
し
た
。
現
在
、
２

０
２
３
年
10
月
１
日
か
ら
開
始
さ
れ
る
予

定
で
、「
適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
」
と
し

て
事
前
の
登
録
が
必
要
と
な
り
、
そ
の
登
録

申
請
受
付
が
２
０
２
１
年
10
月
１
日
か
ら

始
ま
り
ま
し
た
。
反
対
世
論
の
高
ま
り
の
中

で
政
府
は
１
月
16
日
、
事
業
者
登
録
の
受

け
付
け
を
２
０
２
３
年
９
月
30
日
ま
で
に

延
長
す
る
こ
と
を
発
表
し
ま
し
た
。
し
か
し
、

こ
れ
は
あ
く
ま
で
、「
適
格
請
求
書
発
行
事

業
者
登
録
の
期
限
の
延
長
」
で
あ
り
、
イ
ン

ボ
イ
ス
制
度
自
体
の
導
入
の
延
期
で
は
な
く
、

中
止
で
も
撤
回
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。 

免
税
事
業
者
、
小
規
模
事
業
者
に
と
っ
て

死
活
に
か
か
わ
る
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
は
中
止

す
べ
き
で
す
。（
す
ぎ
も
り 

ひ
ろ
ゆ
き
） 

声優、俳優、漫画家等がインボイス中止を訴え 
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